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障害年金センター

第 15 回 !

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。

さて、今回のテーマは、 です！請求時期について

【 目 次 】

■ はじめに

■ 障害年金講座

■ 機構からの連絡

■ 広報の広場

■ 地域の独自情報

■ 編集後記

今年度最初の「かけはし」をお届けします。

本号では、新型コロナウイルス感染症の影響により、

国民年金保険料の納付が困難となった場合の国民年金保

険料免除及び学生納付特例に係る臨時特例手続きについ

て掲載しておりますので、是非ご覧ください。

引き続き、市区町村の皆様方との「かけはし」となる

よう努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3rm3j93VAhWEgLwKHfh_C5UQjRwIBw&url=http://taxxreturn.com/category/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89/&psig=AFQjCNGfiPYcOUVektH6ehEiejsvb-AbIA&ust=1503019764330796


2

請求時期について

＜ ＞May2020 Vol.63

障害年金の請求時期は、主に「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の２
つのパターンがあります。

また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています
ので、以下の２つの請求例は、その条件を満たしていることが前提となります。

障害認定日時点で法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金
を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。

例１では、初診日が平成30年4月25日のため、障害認定日は1年6か月を経過した日である令和元年10月
25日となります。
障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求すること

で、令和元年11月分から受け取ることができます。

＜解説＞

障害認定日時点で法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化
し、法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月分から障害年金を受け取る
ことができます。これを「事後重症による請求」といいます。

例２では、初診日が平成22年10月となります。障害認定日には、症状が軽かったので、障害年金には該当
しませんでした。しかし、令和元年10月10日から人工透析（2級相当）を開始したため、人工透析の開始日
以降に障害年金を請求することで事後重症による障害年金を請求日の翌月分（請求日が令和元年10月の場合、
令和元年11月分からの受け取りになります。）から受け取ることができます。
※ 請求日が令和元年11月となった場合は、令和元年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受
け取りの開始月が遅くなります。障害等級に該当する障害の状態になった場合は、すみやかに請求するよ
うご案内をお願いします。(請求書は、65歳に達する日の前日（６５歳の誕生日の前々日）までに提出す
る必要があります。)

＜解説＞

事後重症による請求

障害認定日による請求

初回振込日
（※）

初診日
（平成22年10月）

１年６か月

年金請求日
（令和元年10月25日）

年金決定のお知らせ
（審査完了後に送付）

障害認定日
（平成24年4月）

＜例２＞

障害年金に
該当しない状態

人工透析の開始
（令和元年10月10日）

病状悪化 障害年金に
該当する状態

初回振込日
（※）

初診日
（平成30年4月25日）

１年６か月

年金請求日
（令和元年11月25日）

年金決定のお知らせ
（審査完了後に送付）

障害認定日
（令和元年10月25日）

＜例１＞

障害年金に
該当する状態

※「年金決定のお知らせ」が届いてから
およそ50日後が目安となります。

※「年金決定のお知らせ」が届いてから
およそ50日後が目安となります。



「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方から障害年金センターに寄せられ

た照会内容をもとに、障害年金に関する窓口事務での注意点やよくある返戻事例等、さ

まざまな情報を発信してまいりました。

新年度からはじめて年金事業に携わる方はもちろん、市区町村の皆様方には、過去の

「障害年金講座」コーナーを今一度ご活用いただければ幸いです。

※ 過去の「かけはし」発行号は、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）を

ご覧ください。
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（参考）これまでに掲載した「障害年金講座」
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「かけはし」発行号 「障害年金講座」

第48号（2018年 1月） 第１回 初診日の考え方

第49号（2018年 3月） 第２回 障害認定日

第50号（2018年 5月） 第３回 障害の程度の基準

第51号（2018年 7月） 第４回 障害基礎年金 受付点検の留意点
～年金請求書～

第52号（2018年 9月） 第５回 障害基礎年金 受付点検の留意点
～病歴・就労状況等申立書～

第53号（2018年11月） 第６回
障害基礎年金 受付点検の留意点
～受診状況等証明書～
～受診状況等証明書が添付できない申立書～

第54号（2019年 1月） 第７回 初診日の確認（第三者証明）

第55号（2019年 3月） 第８回 診断書の確認について

第56号（2019年 4月） ― ※臨時号のため掲載なし

第57号（2019年 5月） 第９回 診断書確認時の留意事項

第58号（2019年 7月） 第10回
市区町村からの照会の多い事例
（１）認定日について
（２）診断書の現症日について
（３）65歳以上の請求について

第59号（2019年 9月） 第11回 市区町村からの照会の多い事例
（４）初診日の確認について

第60号（2019年11月） 第12回 市区町村からの照会の多い事例
（５）情報連携と所得確認の添付書類について

第61号（2020年 1月） 第13回 市区町村からの照会の多い事例
（６）情報連携と子の加算対象者の添付書類について

第62号（2020年 3月） 第14回 市区町村からの照会の多い事例
（７）受診状況等証明書が省略できないケースについて



【記号の区分】

■（定例）…毎年定例の実施分、●（単発）…今回限りの単発実施分、▲（新規）…新規の実施分
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機構からの連絡

各種取組事業のスケジュールについて

（事業推進統括部）

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

日本年金機構において、令和２年４月から令和２年６月に実施を予定している取組事業

や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■（定例）国民年金保険料納付書の送付（４月定時分）

■（定例）国民年金学生納付特例ターンアラウンド申請用紙の送付

→ 詳細は、「かけはし」第６２号の５頁から10頁をご確認ください。

▲（新規）国民年金第３号被保険者の国内居住要件の追加、国民年金第１号・第３号被保

険者の適用除外規定の追加

→ 詳細は、本号9頁から13頁をご確認ください。

令和２年４月

▲（新規）新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例の免除申請・学生納付特例の

受付開始

→ 詳細は、本号5頁から8頁をご確認ください。

令和２年５月

＜ ＞May2020 Vol.63

■（定例）統合通知書（年金振込通知書・年金額改定通知書）の送付

■（定例）年金生活者支援給付金統合通知書（給付金振込通知書・給付金額改定通知書）

の送付

令和２年６月
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方に、

免除申請が可能となります。（令和２年５月１日～） （国民年金部）

新型コロナウイルス感染症の影響による特例の免除申請

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した

場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民

年金保険料免除申請が可能となりました。 （受付開始日：令和2年5月1日）

以下、いずれも該当する方が対象になります。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した方

２．令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額（※1）が、国民

年金保険料免除基準相当（※２）（※３）になることが見込まれる方

※1 令和２年２月以降の任意の月（収入が最も低い月）における所得額を12ヶ月分に

換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

※2 当年中の所得見込み額が一部免除基準相当に該当する場合は、それぞれの基準に相当

する一部免除が適用になります。

※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対象

となります。

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金

事務所です。（感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しています。)

１. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

※ 特例認定区分欄「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入します。

２. 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））

※ 簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）をご記入いただきます。

（次頁に申立書の記入例を掲載しています。）

令和２年２月分から令和２年６月分まで

※令和２年７月以降は、改めて申請が必要です。

対象となる方

申請に必要なもの

免除対象期間

申請方法

＜ ＞May2020 Vol.63
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申請用紙・所得の申立書

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードできます。

※ お問い合わせ等ありましたら、年金事務所へのご案内をお願いします。

所得の申立書について（記入例）

●任意加入被保険者の方はご利用できません。
●付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。
●失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、この所得の申立書がなくても免除申請がで

きます。

注意事項

以下の記入例を参考に、所得の申立書の記入をお願いします。
この記入例は、令和２年４月に収入が減少した場合（4月給与7.5万円）で給与収入のみの方（世帯主本人）・配偶者なし
の場合の例です。

国民年金保険料の免除申請が可能です！

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　 　

円 円 円

円 円 円

給与収入、公的年金等収入を有する方

Ｅ　各控除等の控除後の所得見込額　Ｂ　－　（　Ｃ　＋　Ｄ　）　→　表面の④に記載

Ｄ　Ｂの収入のうち、給与収入、公的年金等収入に係る給与所得控除、公的年金等控除の見込額
　　（１２か月分）

事業収入、不動産収入を有する方

Ｃ　Ｂの収入のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の見込額（１２か月分）

令和２年 　 月 令和２年 　 月 令和２年 　 月

控除等（※2)

Ｂ　　収入見込額　（　Ａ　×　１２か月　）

配偶者（夫または妻）被保険者（申請者） 世帯主

Ａ　　令和２年２月以降の任意の１か月分の収入額（※1）

➀  申 請 対 象 期 間

　
円 円※ 円※

④
被保険者（申請者）の所得見込額 配偶者（夫または妻）の所得見込額

※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に②の収入減少がない場合は「なし」と記載

世帯主の所得見込額

 収入が減少した後の所得見込額（簡易な所得見込額）をご記入ください。
  （裏面Ｅ欄の各控除等の控除後の所得見込額をご参考にご記入ください）

➁

③
被保険者（申請者）氏名

※　

フリガナ フリガナ

※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に②の収入減少がない場合は「なし」と記載

令和元年度分（令和２年２月分以降）

 下記にチェック（☑）してください。

　

  □ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました。

 収入が減少した者の氏名をご記入ください。
 　      ※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の分のみ記載してください。

　　     　 記載のない方の分については、前年度の所得に基づき審査します。

世帯主氏名

フリガナ

※　

配偶者（夫または妻）氏名

※令和元年度分は令和２年６月分までが対象となります。

※令和元年７月～令和２年１月分は対象外です。 ①申請対象期間
この所得の申立書（臨時特例用）による申請対象期間は
「令和２年２月～６月分」となります。令和２年７月分
以降は改めて申請が必要です。

③収入が減少した方の氏名
④減少後の所得見込額（控除後所得）
被保険者、配偶者や世帯主のうち※、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により収入が減少した方のみ記入して
ください。所得見込額の計算方法は、所得の申立書の
［裏面］をご活用ください。
※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に減収がな
い場合には、「なし」と記入してください。
※申請者が世帯主本人の場合には、世帯主氏名の欄に「本人」
と記入してください。

D 給与収入のみの方の場合の例
･Ｂ欄の金額×40％
※上記式で計算した額が65万円に満たない場合は
「65万円」

［表面］申立書の②～④欄、左下の署名欄（提出日、住所、氏名）は必ず記入してください。

A 令和２年２月以降から申請月のうち収入が減少し
た任意の月と、その月の収入額（減収後の額が最も低
い金額など）を記入してください。

C 事業収入や不動産収入を有しない場合は記入の必
要はありません。

E 給与収入のみの方の場合の例
・給与収入が65万円以下の場合 ：０円
・給与収入が65万円を超える場合：Ｂ欄－Ｄ欄

このE欄の結果を表面の④欄の「簡易な所得見込額」に
記入してください。

２５ 0 0 0  0 なし

年金 太郎
ﾈﾝｷﾝ ﾀﾛｳ

なし 本人

✔

［裏面］所得見込額計算シートは、④欄「所得見込額」を計算する際に
ご活用ください。なお、この面は記入されていなくても構いません。

4
7 5 0 0  0 なし

9 ０ 0  0  0 ０

６ ５ 0 0 0  0

2 5 0 0 0  0 

②チェックをしてください。

左下の署名欄をご記入ください。被保険者が自署した
場合は押印は不要です。

上記の申立の内容に相違ありません。

　　　　　　　　　　　　 　 　 　  日本年金機構理事長あて

令和○年○月○日 提出

 

住所○○市○○町○○１－２－３

被保険者氏名　年金　太郎　印※

　※被保険者が自署した場合は、押印不要です。

ｚ

＜ ＞May2020 Vol.63

https://www.nenkin.go.jp/
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学生の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難

な方に、特例申請が可能となります。（令和２年５月１日～） （国民年金部）

新型コロナウイルス感染症の影響による特例の特例申請（学生）

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した

場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民

年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。（受付開始日：令和2年5月1日）

※ 令和元年度分と令和2年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。

申請には申請書が二枚必要です。

学生の方で、以下のいずれにも該当する方

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した方

２．令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込み額（※）が、国民年

金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事

務所です。（感染防止の観点から、郵送での提出を推奨しています。)

１. 国民年金保険料学生納付特例申請書

※ 特例認定区分欄「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入します。

２. 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））

※ 簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）をご記入いただきます。

（次頁に申立書の記入例を掲載しています。）

3. 学生証のコピー

令和２年２月分から令和２年3月分まで（令和元年度分）

令和２年４月分から令和３年3月分まで（令和２年度分）

対象となる学生

申請に必要なもの

免除対象期間

申請方法

※ 令和元年度分と令和2年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。

ただし、年度ごとに申請が必要になりますので申請書は二枚必要です。（すでに令和

元年度分を申請され承認を受けている方は、令和2年度分のみ申請していただきます。）

※ 令和２年２月以降の任意の月（収入が急減した月）における所得額を12ヶ月分に

換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

＜ ＞May2020 Vol.63



申請用紙・所得の申立書

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードできます。

※ お問い合わせ等ありましたら、年金事務所へのご案内をお願いします。

所得の申立書について（記入例）

●海外留学（おおむね1年）している期間は、強制加入の対象ではないため学生納付特例の申請ができません。
●任意加入被保険者の方はご利用できません。
●付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。
●失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、この所得の申立書がなくても申請ができます。

注意事項

以下の記入例を参考に、所得の申立書の記入をお願いします。
この記入例は、令和２年４月に収入が減少した場合（4月給与3.5万円）で給与収入のみの学生の方の例です。

国民年金保険料の免除申請が可能です！

➀

円

　

  □ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました。

④

 申 請 対 象 期 間 令和２年度分（令和２年４月分以降） ※ 令和２年度分は令和３年３月分までとなります。

➁

 下記にチェック（☑）してください。

③

 収入が減少した方の氏名をご記入ください。
　　　※被保険者（申請者）の収入減少であることが必要です。

　被保険者（申請者）氏名
　　フリガナ 

収入が減少した後の所得見込額（簡易な所得見込額）をご記入ください。
  （裏面Ｅ欄の各控除等の控除後の所得見込額をご参考にご記入ください）

円

円

円

円

円

被保険者（申請者）

Ａ　　令和２年２月以降の任意の１か月分の収入額（※1）

令和２年　　　月

Ｂ　　収入見込額（ Ａ × １２か月 ）

控除等（※2)

事業収入、不動産収入を有する方

Ｃ　Ｂの収入のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の見込額（１２か月分）

給与収入を有する方

Ｄ　Ｂの収入のうち、給与収入に係る控除の見込額（１２か月分）

Ｅ　各控除等の控除後の所得見込額　Ｂ　－　（　Ｃ　＋　Ｄ　）　→　表面の④に記載

①申請対象期間
この所得の申立書（臨時特例用）による申請対象期間は、
①令和元年度分（令和2年2月分～3月分）
②令和2年度分（令和2年4月分～令和3年3月分）

となりますので、上記①と②の年度ごとに「学生納付特例
申請書」及び「所得の申立書」が必要となります。なお、
令和２年１月以前分を申請する場合は、「所得の申立」は
添付せず申請してください。

③学生で収入が減少した方の氏名

④減少後の所得見込額（控除後所得）
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

申請者（学生の方）の氏名を記入してください。所得見込
額の計算方法は、申立書の［裏面］をご活用ください。

A 令和２年２月以降から申請月のうち収入が減少した
任意の月と、その月の収入額（減収後の額が最も低い金
額など）を記入してください。

C 事業収入や不動産収入を有しない場合は記入の必要
はありません。

このE欄の結果を表面の④欄の「簡易な所得見込額」に記入
してください。

E 給与収入のみの方の場合の例
・給与収入が65万円以下の場合 ：０円
・給与収入が65万円を超える場合：Ｂ欄－Ｄ欄

D 給与収入のみの方の場合の例
･Ｂ欄の金額×40％
※上記式で計算した額が65万円に満たない場合は
「65万円」

✔

ﾈﾝｷﾝ ﾀﾛｳ

年金 太郎

６５ 0  0  0０

４２ 0 0 0 0

３ 5 0 0  0
４

0

②チェックをしてください。

［表面］申立書の②～④欄、左下の署名欄（提出日、住所、氏名）は必ず記入してください。

左下の署名欄をご記入ください。被保険者が自署した場
合は押印は不要です。

［裏面］所得見込額計算シートは、④欄「所得見込額」を計算する際に
ご活用ください。なお、この面は記入されていなくても構いません。

0

上記の申立の内容に相違ありません。

　　　　　　　　　　　　 　 　 　  日本年金機構理事長あて

令和○年○月○日 提出

 

住所○○市○○町○○１－２－３

被保険者氏名　年金　太郎　印※

　※被保険者が自署した場合は、押印不要です。

ｚ

May2020 Vol.63＜ ＞8
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令和2年4月1日から国民年金第３号被保険者に国内居住要件が追加されました。

（国民年金部）

国民年金第３号被保険者の国内居住要件の追加

概要

令和２年４月１日から、厚生年金保険加入者・共済組合員等（国民年金第２号被保険

者）の被扶養配偶者である国民年金第３号被保険者の認定にあたって、日本国内の居住

（住所を有する）が要件として追加されました。

ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等、例外として特例要件（以下「海外特例

要件」という。）に該当する方は、海外特例要件に該当することの届出をしていただく

ことにより、国民年金第３号被保険者の認定が可能となります。

国民年金第3号被保険者関係届の変更点（令和2年4月1日～）

海外特例要件の該当・非該当の記入欄が新たに設けられました。

（※次頁に届書様式の見本を掲載しています。 ）

届書様式について

海外特例要件の届出契機

 国民年金第３号被保険者の方が出国する場合に海外特例要件に該当するとき

 国民年金第３号被保険者であって海外特例要件に該当している方が、帰国したとき

※ いずれも配偶者（国民年金第２号被保険者）の事業所を経由しての届出となります。

⑮欄「海外特例要件に該当した日」

海外居住者が、海外特例要件に該当した日を記入します。

⑯欄「理由」

該当する理由（留学・同行家族・特定活動・海外婚姻・その他）を選択します。

⑰欄「海外特例要件に非該当となった日」

海外から帰国したときは、国内転入日を記入します。

⑱欄「理由」

国内転入を理由とする場合は、⑰欄と同じ年月日を記入します。

各欄の記入内容を
押さえましょう！

＜ ＞May2020 Vol.63

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://sekaitabi.com/mybrainwash.html&psig=AFQjCNHDlr7myS3-rBzmov_D-sp6oUXpJQ&ust=1502938986171201


10

届書様式 ※新たに設けられた記入欄を赤枠線で囲んでいます。

見本

＜ ＞May2020 Vol.63
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届出用紙

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードできます。

※ お問い合わせ等ありましたら、年金事務所へのご案内をお願いします。

国民年金第3号被保険者特例要件該当通知書の送付について

海外特例要件に該当した場合

ご本人（国内協力者）様宛に「国民年金第3号被保険者特例要件該当通知書」を

送付します。

※ 海外特例要件に非該当となった場合の通知はありません。

＜通知書サンプル＞

＜ ＞May2020 Vol.63

https://www.nenkin.go.jp/
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令和2年4月1日から、国民年金第１号・３号被保険者の適用除外規定により、新たな

届書の受付がはじまりました。 （国民年金部）

国民年金第１号・３号被保険者の適用除外規定の追加

適用除外事由

手続きについて

届出用紙

適用除外事由に該当する方は、「国民年金第１号・第３号被保険者適用除外届」

の提出が必要となります。（※次頁に届書様式の見本を掲載しています。）

添付書類

以下の①及び②を添付してください。

① 在留カードの写し

② 通常旅券（パスポート）に添付される「指定書」の写し

届出先

住所地を管轄する年金事務所にご提出をお願いします。

概要

令和2年4月1日から、日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動（医療滞

在）」や「特定活動（観光等を目的とするロングステイ）」により滞在する方は、国

民年金第１号・第３号被保険者の適用を除外する規定が追加されました。

国民年金の適用除外に該当する場合は、ご本人様より「国民年金第１号・第３号被

保険者適用除外届」を日本年金機構に提出していただくこととしています。

（１）在留資格が「特定活動（医療滞在又は医療滞在者の付添人）」の場合

ａ 日本に相当期間滞在して，病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害

について、医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害に

ついて継続して医療を受ける活動を行う方

ｂ 上記ａの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動（収入を伴う事業を

運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。）を行う方

（２）在留資格が「特定活動（観光・保養等を目的とする長期滞在又は長期滞在者

の同行配偶者）」の場合

日本において１年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似す

る活動（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。）を行

う方

＜ ＞May2020 Vol.63
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届出用紙

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードできます。

※ お客様よりお問い合わせ等がありましたら、年金事務所へのご案内をお願いします。

国民年金第１号・３号被保険者適用除外届

見本

＜ ＞May2020 Vol.63

https://www.nenkin.go.jp/
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特別徴収事務ご担当者様へ

（特定事業部 年金支払調整グループ）

介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料・個人住民税の
特別徴収担当課へ、ぜひ回覧くださいますようお願い申し上げます。

公的年金からの介護保険料等の特別徴収における情報交換の留意事項

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

公的年金からの特別徴収は、特別徴収依頼通知処理（年次）と各種異動情報（月次）

に基づき行っており、国民健康保険団体連合会、国民健康保険中央会及び地方税共同機

構（以下、「経由機関」という。）を通じて日本年金機構へ通知をいただいているとこ

ろです。

その中でも、特別徴収依頼通知処理（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施

の可否や徴収金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。

金額や通知コード等の設定誤りもしくはデータ送信漏れにより、日本年金機構におい

て特別徴収依頼情報が収録できなかった場合、その対象者については特別徴収を行うこ

とができなくなり、普通徴収でご対応いただく事になります。

そのため、特別徴収依頼通知処理（年次）においては細心の注意を払い、通知の作成

及び送信を行ってくださいますようお願いいたします。

新年度になり、担当者の方が替わられるなど新たに特別徴収事務をご担当される皆様

に、公的年金からの特別徴収における留意事項等をご紹介いたします。

次頁より次の３点について順番にご紹介してまいりますので、実務の参考にしていた

だければ幸いです。

１．過去の年次情報交換において、適正に特別徴収ができなかった事例

２．「死亡」を原因とする資格喪失等通知に関する注意点

３．「振込先金融機関変更届」の口座スケジュールについて
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＜事例１＞

特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01－

01）として特別徴収依頼通知を作成すべきところを、システム操作の

誤り等により、特別徴収非対象（コード01－03）として作成してし

まった。

＜事例２＞

特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01－

01）として特別徴収依頼通知を作成したが、（委託業者が）経由機関

へのデータ送信を漏らしてしまった。

＜事例３＞

特別徴収依頼通知を作成する際、日本年金機構から受信したデータ

を基に作成するが、変更してはいけない氏名、生年月日、住所等を変

更して作成してしまった。

＜事例４＞

当年（令和2年）に作成した特別徴収依頼通知を送信すべきところ、

システム操作の誤り等により、前年（令和元年）に作成した特別徴収

依頼通知を送信してしまった。

＜事例５＞

介護保険料等の特別徴収依頼金額の設定を行う際、端数を含む金額

は各種金額欄「金額１」へ設定すべきところ、各種金額欄「金額２」

へ設定してしまった。

＜事例６＞

住所地特例対象者（コード01－02）として特別徴収依頼通知を作

成すべきところ、特別徴収対象者（コード01－01）として作成して

しまった。

１．過去の年次情報交換において適正に特別徴収ができなかった事例
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特別徴収各種異動情報の資格喪失等の通知について、死亡（コード41－01）を原因

とする資格喪失等通知は、公的年金からの特別徴収を停止するとともに、年金の支払い

も停止しますので、通知の際は充分ご注意ください。

特に「転出」による資格喪失を誤って「死亡」と通知されているケースやシステム上

の初期設定値であるということで「死亡」と通知されているケースが多く見受けられま

すので、資格喪失通知を作成する際は喪失事由をご確認の上、作成してください。

特別徴収した保険料（税）についての、振込先金融機関の口座名義人が変更になった場

合は、「振込先金融機関変更届」の提出が必要になります。「振込先金融機関変更届」を

ご提出していただいてから、概ね３ヶ月後に、変更後の口座への振込が開始されます。

なお、個人名を含んだ口座名義（例：会計管理者○○ △△）は、変更届の不備等によ

り振込不能となる恐れがあるため、極力個人名を含まない口座名義（例：会計管理者）と

されることをお勧めします。

届書様式及び詳細は日本年金機構ホームページのトップページから『年金Ｑ＆Ａ』→

「年金の受給」→「全てに共通する制度」→「年金からの介護保険料などの徴収」をク

リックして、ご確認いただきますよう、お願いいたします。

N月 N＋１月 N＋２月 N＋３月

変更届締切 原簿更新

年金支払処理 年金支払日
保険料（税）徴収

変更後の口座への
保険料（税）振込

41-01 資格喪失等通知（死亡）

41-02 資格喪失等通知（転出）

41-03 資格喪失等通知（市町村の特別事情）

41-04 資格喪失等通知（適用除外）

２．！ご注意ください！≪「死亡」を原因とする資格喪失等通知に関する注意点≫

３．「振込先金融機関変更届」の口座変更スケジュールについて

日本年金機構 特定事業部 年金支払調整グループ 03-5344-1100（代表）
※年金受給権者様からのお問合せ先は、お近くの年金事務所または年金ダイヤル（0570-05-1165）をご案内願います。

日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp）に特別徴収に関するＱ＆Ａを掲載しています。
年金受給者の方がインターネットをご利用可能であればぜひご案内ください。
トップページ ⇒ 上部メニュー「年金Ｑ＆Ａ」⇒「年金の受給」 ⇒「全てに共通する制度」⇒「年金からの
介護保険料などの徴収」

介護保険料等特別徴収にかかる情報交換に関する市区町村様からのお問合せ先
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令和２年５月１日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合に国
民年金保険料の免除申請が可能となりました。

手続きの方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https;//www.nenkin.go.jp）
に掲載しております。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ

広報の広場
市区町村広報紙の原稿にご利用ください！

＜ ＞May2020 Vol.63

ここをクリック

（参考）機構ホームページの掲載場所
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地域の独自情報

編集後記

今号より本誌の編集を担当することになり、不安と戸惑いの中で何とか無事に皆様にお届けで

きて一安心しております。この仕事をしていて「編集業務」に携わる日が来るとは思ってもいま

せんでしたが、このようなご縁に恵まれたことに感謝しつつ、これから感性と色感を磨きながら

奮励努力してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします！

さて「かけはし」は、これからも皆様方のご意見とご要望をいただきながら、様々な情報を提

供してまいりたいと考えています。今年度も「かけはし」をよろしくお願いいたします。

＜ ＞May2020 Vol.63
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